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令和２年第１１回川島町教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  令和２年１０月２６日(月) 午後１時３０分から午後３時 

２ 場  所  川島町役場 第１委員会室 

３ 出 席 者  中村正宏教育長、利根川 徹 教育長職務代理者、今井 茂夫 委員、 

        仁宮 牧子 委員、磯 賢司 委員 

４ 執 行 部  石川教育総務課長、小久保生涯学習課長  

５ 会議日程 

  日程第 １ 会議録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 前回会議録の承認 

日程第 ４ 教育長報告  

日程第 ５ （議案第３０号）川島町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例を定 

めることについて 

日程第 ６ （議案第３１号）令和２年度川島町スポーツ賞受賞者の決定について 

                             （当日資料配付・回収） 

日程第 ７ （報告第４９号）会計年度任用職員の任用について（当日資料配付） 

日程第 ８ （報告第５０号）令和2年度就学援助受給申請者の認定について 

                             （当日資料配付・回収） 

 

６ 議事の経過 別紙のとおりを定めること 

７ 傍 聴 人  １名 

８ 書  記  主幹 松本 竹司 
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事 務 局 職 員  事務局より報告します。 

本日の定例会に 1名の傍聴人の希望がありました。傍聴人を入場させて

よろしいでしょうか。 

傍聴人1名、入場。 

 

【開 会】 

教 育 長   皆さん、こんにちは。 

本日の出席委員は、４名であります。定足数に達しておりますので会議

は成立いたします。また、事務局からは教育総務課長、生涯学習課長が出

席しております。 

ただ今から令和２年第１１回教育委員会定例会を開会いたします。 

 

【日程第１ 会議録署名委員の指名】 

教 育 長   会議録署名委員の指名につきまして、署名委員は、仁宮委員にお願い 

します。 

 

【日程第２ 会期の決定】 

教 育 長   会期の決定ですが、本日限りとします。 

 

【日程第３ 前回会議録の承認】   

教 育 長   令和２年第１０回教育委員会臨時会会議録の承認について、質疑等があ 

りましたら挙手をお願いします。 

教 育 長   質疑がないようなので、承認します。 

 

 

【日程第４ 教育長報告】 

教 育 長   ・小・中学校のスポーツフェスティバル（体育祭）について 

          ・小・中学校の修学旅行について 

          ・公民館事業「七つの祝い」について 

          ・令和２年度第６２回比企地区中学校駅伝競走大会兼第８８回埼玉県駅伝 

 競走大会比企地区予選会の結果について 

          ・広報かわじま 2020.11月号について 

 

【議事】 

教  育  長   本日の議事に入りたいと思います。 

          議案第３１号「令和２年度川島町スポーツ賞受賞者の決定について」及び

「報告第５０号「令和２年度就学援助受給申請者の認定について」は、川

島町教育委員会会議規則第１２条第１項第４号の「個人に関する情報を含

み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあるこ

と」の規定に基づき、当該議案及び報告について、非公開とすることを提

案します。 
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          また、報告第４９号「会計年度職員の任用について」は、任免等の人事案 

件に該当するため、同規則第１２条第１項第１号の規定により非公開とする 

ことを提案します。 

          この３件を非公開とすることに、ご異議はございませんか。 

（異議なし） 

 

教  育  長   異議なしと認め、採決の結果、全員賛成をもって、議案第３１号及び報告 

第４９号、第５０号につきましては、非公開とします。 

 

 

【日程第５ 議案第３０号】 

教 育 長   議案第３０号「川島町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例を定 

         めることについて」、事務局からの説明をお願いします。 

事  務  局   （説明） 

教 育 長   議案第３０号「川島町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例を定 

         めることについて質疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。   

利 根 川 委 員   現在の公民館長、主事については、現在の任期まで務めるということでよ 

         いのでしょうか。 

事  務  局   残任期間となります。例えば令和３年３月で退職された場合、新館長等の 

         任期は、その残任期間である令和４年３月３１日までとなります。 

今 井 委 員   提案理由には負担軽減とあります。負担軽減のためには、任期を短くする 

だけでなく、業務内容についても検討することが必要であると思います。 

事  務  局   今後も、会議等で他地区や他市町村の公民館活動の状況について情報提供し、 

協議していきたいと考えています。 

今 井 委 員   業務のスリム化のためにも、複数館での合同実施が可能かどうかについて、 

検討していただきたいです。 

利 根 川 委 員   各地区公民館が会議等でさまざまな情報交換をしていると思いますが、２つ 

の公民館が合同で事業を実施することなどはありますか。 

事  務  局   これまで、地区体育祭は学校区単位で実施しています。今後、各地区の公 

民館事業について、実施方法などを検討し、可能なものは集約していきたい 

と考えています。 

なお、今年度につきましては、「賀詞交歓会」や「歩け走ろう会」について 

協議し、全地区での中止が決定しました。 

利 根 川 委 員   事業の合同実施の例としては、長年、小見野公民館と八ツ保公民館がスキー 

         教室を合同で実施しています。各地区の館長と主事が協力し合って実施するこ 

とによって非常にスムーズに実施できています。 

事  務  局   三保谷公民館と出丸公民館でもスキー教室は、合同で実施しています。 

教 育 長   公民館の三大事業である、「盆踊り」「敬老芸能祭」「賀詞交歓会」につ 

いて、事業の必要性について再度検討し、また、負担軽減についても情報共

有しながら進めています。今後も、積極的に情報を提供していきます。 
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教 育 長   他に質疑がないようなので、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思 

います。議案第３０号「川島町公民館設置及び管理条例の一部を改正する 

条例を定めることについて」異議はございませんか。 

（異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって採決の結果、全員賛成をもって、議案第３０号

「川島町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについ 

て」は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

 

※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

教 育 長   次の議題は、非公開となりますので、傍聴人の方は退席願います。。 

 

【日程第６ 議案第３１号】  

教 育 長   次に議案第３１号「令和２年度川島町スポーツ賞受賞者の決定につい

て」事務局から説明をお願いします。 

事  務  局  （説明） 

教  育  長   事務局より説明がありました、議案第３１号について質疑又は意見があ 

         りましたら挙手にてお願いします。 

教 育 長   他に質疑がないようなので、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思 

います。議案第３１号「令和２年度川島町スポーツ賞受賞者の決定につい 

て」異議はございませんか。 

（異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって採決の結果、全員賛成をもって、議案第３１号

「令和２年度川島町スポーツ賞受賞者の決定について」は原案どおり可決 

すべきものと決定いたしました。 

 

 

※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

【日程第７ 報告第４９号】  

教 育 長   次に報告第４９号「会計年度任用職員の任用について」事務局から説明 

をさせていただきます。 

事  務  局  （説明） 

教  育  長   事務局より説明がありました、報告第４９号「会計年度任用職員の任用 

について」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。 

教  育  長   この報告は、教育長への委任事項ですので、他に質疑がないようですの 

で、了承願います。 
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※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

【日程第８ 報告第５０号】  

教 育 長   次に報告第５０号「令和２年度就学援助受給申請者の認定について」 

事務局から説明をさせていただきます。 

事  務  局  （説明） 

教  育  長   事務局より説明がありました、報告第５０号「令和２年度就学援助受給申 

請者の認定について」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願い 

します。 

 （異議なし） 

教 育 長   この報告は、教育長への委任事項ですので、他に質疑がないようなので、 

         了承願います。  

 

 

【閉 会】   

教  育  長  以上をもちまして、令和２年第１１回教育委員会定例会を閉会します。 


